
子育て資金の贈与税申告（１）

①しかし、父母から年１１０万円を超える預金、
株式、不動産買入資金の贈与は課税される

1

父母など扶養義務者から生活費や教育費とし
て通常必要な財産の贈与は非課税である

②扶養義務者のない祖父母から１１０万円を超
える生活費や教育費の財産贈与は課税される

③贈与を受け納税額のある人は、贈与の翌年
３月１５日までに、贈与税申告書を納税地（住
所地）の税務署へ提出し納税する。



住宅取得資金の非課税特例（２）
①平成２７年１月１日から平成３３年１２月３１日までの間に

②贈与の年の１月１日に２０歳以上である人が、父母や祖
父母など直系尊属からを受けた「住宅取得資金」は

③一定の要件（床面積５０㎡以上２４０㎡以下その他）を満
たす場合に

④住宅用家屋の省エネ等の種類、新築契約日、消費税等
の税率（８％又は１０％）に応じ、３００万円～３０００万円ま
で非課税となり、かつ相続財産に加算されない。

⑤贈与の翌年３月１５日までに、特例を受ける旨を記載し
た贈与税申告書に必要書類を添付し税務署へ提出する。



結婚子育て資金の非課税特例（３）
①平成２７年４月１日から令和３年３月３１日までの間に

②父母や祖父母が、銀行と結婚・子育て資金管理契約に
基づき、子や孫（ ２０歳以上５０歳未満）名義の預貯金口

座を開設し、それぞれに結婚・子育てのため一括拠出
した資金１０００万円（結婚費用は３００万円）までは非
課税である。

③資金管理契約の終了又は子や孫が５０歳になった時の
資金残高に贈与税が課税される

④特例を受けるため非課税申告書を銀行経由で税務署へ
提出し、支払い領収書は銀行等に提出する。



教育資金の非課税特例（４）
①平成２５年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に

②祖父母が、銀行と教育資金管理契約に基づき、孫（３０

歳未満）名義の預貯金口座を開設し、それぞれに教育資
金のため一括拠出した資金１５００万円（学校等以外
は５００万円）までは非課税である。

③教育資金管理契約の終了又は孫が３０歳になった時の
資金残高に贈与税が課税される

④特例を受けるため非課税申告書を銀行経由で税務署へ
提出し、支払い領収書は銀行等に提出する。


